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あいさつ

分析機器製造業は、ハイテク産業、環境規制、医療分野などに不可欠な機器

を製造しており、我が国の社会基盤を支える知識集約型産業と言えます。少子

高齢化が急速に進んでいる今日、労働力人口の減少が懸念されるなか、当業界

においても、長年にわたって培った高い技術・技能や豊かな知識・経験をもっ

た高齢者の活用が期待されています。

また、平成１８年４月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、企業には高

齢者の積極的活用が求められ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置

への対応が義務化されました。我が国の企業として、高齢者を受け入れ、高齢

者に働きやすい環境を提供していくことが社会的責務とされる時代が到来した

ものと言えるでしょう。

こうした状況を背景に、社団法人日本分析機器工業会では、独立行政法人高

齢・障害者雇用支援機構の委託を受けて分析機器製造業高齢者雇用推進委員会

を設置して、改正高年齢者雇用安定法への対応、当業界における高齢者雇用の

あり方について検討を重ね、その検討結果を踏まえて、本「分析機器製造業高

齢者雇用推進の手引き」を取りまとめました。

本手引きは再雇用制度を中心に継続雇用制度の充実に向けた示唆を述べてい

ますが、会員各位に高齢者の雇用を推進するうえで活用いただければ幸いです。

最後に、本手引きを作成するに当たり、ヒアリングにご協力いただきました

会員以外の企業の関係者並びに会員各位に多大なるご協力をいただきましたこ

とを厚く御礼申し上げます。

平成１８年１１月

社団法人日本分析機器工業会

会　長　　矢　嶋　英　敏
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Ⅰ．はじめに……高齢者雇用推進の手引きについて

「高齢者雇用推進の手引き」は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の産業別高齢者雇用推

進事業を社団法人日本分析機器工業会が受託し、平成 16 年度より三ヵ年事業として実施、作成し

たものです。

平成 16 年 6 月に高年齢者雇用安定法が一部改正（以降、改正高齢法）され、平成 18 年 4 月よ

り同法の「高年齢者雇用確保措置」により、全ての事業者に、65 歳までの「定年の引上げ」、「継

続雇用制度の導入」あるいは「定年の定めの廃止」のいずれかの措置が義務化されました。本事業

はまさに時を得た、分析機器製造業の高齢者雇用推進を目指したものとなりました。

分析機器製造業は、科学技術の進展に伴う産業の高度化だけでなく、全世界的な環境規制の強

化といったさまざまな追い風を受け、長期的に安定した成長が期待される知識集約型産業です。少

子高齢化の急速な進行の中で労働人口の減少が懸念されるなか、長年にわたる技術や知識の集積に

加え、経験知を獲得した高齢者の方々に、それら持てる能力をより積極的に発揮していただく必要

性が高まっています。

加齢による高齢者の心身の状況をも考慮しつつ、より柔軟で働きやすい制度の構築や環境の整

備が事業者側の責務であるとするならば、就業を望む高齢者には高い意欲を維持し、持てる能力を

発揮することにより、一層の企業貢献を目指すことが求められます。

本手引きでは、より質の高い継続雇用制度、特にその中でも日本企業の大多数が採用している

再雇用制度のさらなる内容充実のため、検討すべき主要な内容を整理し、あるべき制度の方向を解

説しました。企業経営者、さらに制度適用を受ける高齢者の双方にとってメリットある、各企業に

適した制度構築や熟成、制度運用のご参考にしていただければ幸いです。

〔留意事項〕

1． 本手引きにおける「高齢者」とは、定年（一般的に 60 歳）を経験された方々を指しています。

2． 本手引きに掲載されている「業界内アンケート」とは、社団法人日本分析機器工業会が平成

17 年 9 月に工業会会員に対して実施した調査です。なお、本調査の実施時期が、改正高齢

法の施行前であるため、この点にご留意ください。
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Ⅱ . 高齢者雇用の背景と視点

1到来する超高齢社会と高齢者雇用の新たな時代
(1）　超高齢社会の時代を迎える日本

日本の社会は高齢化率（全人口に占める 65 歳以上人口の

比率）が 20％を超え、高齢社会から超高齢社会へ移行して

います（図表 -1）。社会の制度もこれに合わせた調整が進ん

でいます。この環境下で改正高齢法における高年齢者雇用

確保措置が義務化されました。

少子化の進行を改善し、長期的な労働力人口の減少をく

い止めるにはまだ長年にわたる社会全体の努力が求められ

ます。日本の経済や社会の安定を維持し、産業・企業の国

際競争力を維持・強化する上でも、高齢者に活躍してもら

うことは、もはや必然的なこととなってきています。

（2）　少子高齢化と労働力人口減少への対応

今後の経営環境において、足下では「団塊の世代」が定

年期を迎える、いわゆる ｢2007 年問題｣ が懸念されていま

す。労働力人口全体に占める 60 〜 64 歳の割合は中期的に

高くなりますが、長期的には労働力人口の減少とともに 60

〜 64 歳の人口も減少傾向となる見通しです（図表 -2）。

今後、少子化対策が奏効して出生率が回復しても、その

効果が労働市場に及ぶには長年を要します。企業の人的資

源確保にとっては、人材育成の時間をも考慮すればさらに

時間を要する課題となる可能性があります。これらの点か

らも、定年を迎えた高齢者の持つ能力を企業経営に活かす

必要性が高まってきています。

2企業が迎える高齢者雇用の新たな段階
（1）　産業界の多くの企業は継続雇用制度を導入

改正高齢法 ･･･「高年齢者雇用確保措置」義務化

平成 18 年４月 1 日より改正高齢法が施行され、65 歳ま

での①定年の引上げ、②継続雇用制度、及び③定年の定め

の廃止、のいずれかの措置が義務付けられました。多くの

企業はこの中で②の継続雇用制度を導入しています。この

背景には、年金の支給開始年齢の段階的引上げに対応する

という意味合いの他にも、前述のとおり、社会全体の急速

な高齢化に対応するという意味合いがあります。

多くの企業の現状は、法改正による制度導入から日も浅

く、法律への対応が完了したという段階であろうと思われ

ます。今後の課題は、その制度を企業と対象となる高齢者

の双方にとって、より適した内容とすることでしょう。今

後時間が経つほど、その重要性は増してくるものと思われ

ます。
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図表 -3　改正高齢法の主なポイント

定年（65 歳未満のものに限ります。）の定めをし
ている事業主は、その雇用する高年齢者の 65 歳ま
での安定した雇用を確保するため、

① 定年の引上げ
② 継続雇用制度の導入
③ 定年の定めの廃止

のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じ
なければなりません。

ただし、事業主は、労使協定により、②の対象と
なる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく
制度を導入したときは、②の措置を講じたものとみ
なします。
（資料）厚生労働省のリーフレットより一部を抜粋（注記等は省略）
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(2）　産業界の多くの企業は継続雇用制度導入でスタート
改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の産業界全体

の実施状況は、平成 18 年 6 月 1 日現在、51 人以上の企業

81,382 社のうち 84％の企業が実施し、そのうち継続雇用

制度を実施した企業が 86％に達しています（図表 -4）。

また、継続雇用制度の内訳として、希望者全員とする企

業が 39％、残りの 61％の企業が継続雇用の適用基準策定

を行っており、労使協定による企業が 42％、就業規則が

19％となっています（図表 -5）。産業界全体では継続雇用

制度の導入が多数を占める状況で制度がスタートしました。

今後とも中期的に、企業では継続雇用制度、特に再雇用

制度を中心に高齢者雇用が進められるものと思われます。

（3）分析機器製造業も継続雇用制度が多数
①　「2007 年問題」と少子高齢化への対応

今後の経営環境において、少子高齢化に伴う労働力人口

の減少は長期的な経営戦略を左右する、重要な経営課題

でもあります。

ハイテク産業である分析機器製造業は企業戦略上、量・

質の両面にわたる人材の確保、育成が事業存続の大前提で

あることは言うまでもありません。また、ハイテク産業

の中でも、極めて多品種少量生産に近い産業特性を持ち、

開発・設計から機器生産、アプリケーション開発、メン

テナンス、オペレーションまで高度な能力を有する人材

の確保と技術継承が重要な経営課題ともなります。足下

の課題としては「団塊の世代」の定年、いわゆる「2007

年問題」があります。業界におけるその影響は、企業間

で格差が大きいようです（図表 -6）。この問題に継続雇用

で高齢者を活用することにより対応する企業が 4 割と最

も多くなっています（図表 -7）。

②　分析機器製造業は再雇用制度が大多数

改正高齢法施行前の業界内アンケート調査結果では、正

社員の定年が「60 歳」との回答企業が大多数（97％）を

占めました。

60 歳以上の継続雇用制度については「既に対応済み」

が５割を超え、「検討中である」が３割超でした（図表

-8）。業界の多くの企業が継続雇用制度への対応を進めて

いました。さらに継続雇用制度について「既に対応済み」

「検討中である」とした企業の９割強が「再雇用制度」と

回答し、少数ですが「勤務延長制度」もありました（図

表 -9）。

0%　　　　　　20%　　　　　40%　　　　　60%　　　　　80%　　　　　100%

0%　　　　　　20%　　　　　40%　　　　　60%　　　　　80%　　　　　100%

定年の定めの廃止 定年の引上げ 継続雇用制度の導入

図表-4　雇用確保措置の内訳（51人以上の企業、Ｈ.18.6.1現在）

（資料）厚生労働省　報道発表資料より作成（H.18.10.13発表)

希望者全員 基準策定（労使協定） 基準策定（就業規則）

図表-5　継続雇用制度の内訳（51人以上の企業、Ｈ.18.6.1現在)

（資料）厚生労働省　報道発表資料より作成（H.18.10.13発表)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど影響ない ある程度影響する かなり影響する

経営全体に大きく影響する 無回答

図表-6　「団塊の世代」の定年の経営面への影響

（資料）「業界内アンケート」より

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新規に人材を採用・育成する(若年層の採用と育成)

即戦力となる人材を採用する(中途採用など)

企業内またはグループ内の人材を活用する

継続雇用(勤務延長や再雇用)制度で中高齢者を活用する

その他

無回答

図表-7　「団塊の世代」の定年退職への対応策

（注.1）上段で「ある程度影響する」「かなり影響する」との回答企業への設問

（注.2）回答は単一回答

（資料）「業界内アンケート」より

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に対応済み 検討中である 検討はしていない その他 無回答

図表-8　継続雇用制度への対応

（資料）「業界内アンケート」より

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務延長制度(正社員のまま雇用を継続)
定年退職しその後再雇用
その他
無回答

図表-9　継続雇用制度の内容

（資料）「業界内アンケート」より
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₃高齢者雇用を推進する上での示唆
改正高齢法施行に対応して、多くの企業は再雇用制度などを中心とした制度導入を完了しましたが、今後中期的にその

制度そのものや制度運用についてさまざまな見直しの動きが生じてくると予想されます。

分析機器製造業においても、新たに導入された制度についての問題点や課題が今後明確になっていくにつれて、各企業

の経営状況に適した見直しが進んでいくものと思われます。

企業と従業員の双方にとってメリットある制度に整備していくためには、経営・管理者と従業員の間のさまざまな認識

ギャップを埋めていく努力も必要です。業界内アンケート調査より、認識に差がある項目や共通認識となっている項目を

も明確にし、それを踏まえた検討が必要であると考えられます。

(1）　高齢者雇用の難しい点についての経営・管理者と従業員の認識
①　認識ギャップからの示唆

「知識・経験・技術・技能を活かせる職域」があればモチベー

ションは維持可能

「知識・経験・技術・技能を活かせる職域」について、「60

歳代」の従業員では「少ない」と思う人の割合が高いですが、

「経営・管理者」は「ある」と思っている結果となっていま

す（図表 -10）。分析機器製造業は高い専門性を要求されます。

製品の世代交代なども進行しますが、旧来技術の製品でも、

国内外で多数のユーザーが継続して使用している製品もあ

ります。

「経営・管理者」は、高齢者が持てる能力を発揮できる業

務や職域を開発し、高齢者を積極的に活用することで、「60

歳代」が感じている「働く上での支障」を減らし、結果と

して高齢者のモチベーションを維持することも可能でしょ

う。

また、「60 歳代」は、「経営・管理者」が危惧するほど「年長の高齢者に指示しにくい」とは受止めていない点は、高齢

者の配置や活用の上で参考になる視点だと思われます。指示の仕方には配慮や工夫も必要でしょうが、むしろ適切な形で

指示を受けた方が高齢者特有の疎外感は低減でき、やる気の醸成につなげることも可能ではないでしょうか。

②共通認識からの示唆

「仕事と処遇」の工夫でモチベーションを維持
「仕事と処遇」による「モチベーション低下」については「経

営・管理者」も「60 歳代」も、共通の認識を持っています

（図表 -11）。従って、この項目の検討はとても重要性が高い

と思われます。

この問題を解決するための方策は、「定年後も雇用され、

仕事を通じて社会参加できることの意義を理解してもらう

こと」が大前提で、その上に立って、評価制度を活用し、

定年後の処遇についてもランク分けした賃金体系、査定に

基づく昇給・賞与の決定、報奨制度など能力や成果も反映

する複数の方策を、各企業に適した形で導入することが有

効でしょう。また、定年前や再雇用の従業員に、在職老齢年金などの各種制度を理解してもらうことも重要でしょう。

このほか、新たな業務や IT 機器活用について取組み意欲の高い高齢者には、一定のサポートを行うことで、仕事へのモ

チベーションを維持し高めてもらうことも可能でしょう。

0% 20% 40% 60%

知識・経験・技術・技能を
活かせる職域が少ない

年長の高齢者に
指示がしにくい

60歳代 経営・管理者

図表-10　「高齢者の働く上での支障」の認識ギャップ

（注）３項目を選択する制限回答の共通設問への回答結果を比較し、

　　　経営・管理者と従業員の認識差が大きいと思われる項目を抜粋し作成

（資料）「業界内アンケート」より

0% 20% 40% 60% 80%

仕事と処遇のアンバランス
によるモチベーション低下

IT機器・設備・仕事内容の
習熟に時間を要する

健康・体力面で高齢者の
労働になじまない

60歳代 経営・管理者

（注）３項目を選択する制限回答の共通設問への回答結果を比較し、

　　　経営・管理者と従業員の認識差が小さいと思われる3項目を抜粋し作成

（資料）「業界内アンケート」より

図表-11　「高齢者の働く上での支障」の共通認識
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（2）　高齢者活用にとって重要なことについての経営・管理者と従業員の認識
①　認識ギャップからの示唆

「高齢者の教育・指導能力の向上」で技術継承を促進

この項目について「高齢者」の回答率は低いですが、「経営・管理者」は 5 割を超えています（図表 -12）。従業員が業

務を通じて長年蓄積してきた知識やノウハウは、企業にとって重要な資源です。

しかしながら、従業員自身、それらの知識やノウハウを後

進に指導したり継承したりといったことに、あまり長けてお

らず、それほど重要とも考えていないのではないでしょうか。

また、知識やノウハウを教えたり、継承したりといった行為

そのものが、企業の評価制度などに十分に取り込まれておら

ず、従業員にはメリットとして認識されていないのではない

でしょうか。

このため、定年退職などで人的資源が無に帰すだけでなく、

結果として高齢者の職域を狭める結果とはなっていないでしょうか。

この解決策としては、技術継承を重要な経営課題とした上で、継承すべき重要技術を明確にするとともに、定年前から

他者に教える手法について教育・研修を実施することが必要であり、こうした施策を通して、高齢者にはやりがいを持って、

技術継承に力を発揮してもらうことが可能になるでしょう。

②　共通認識からの示唆

「経験・技術・技能を活かす業務配置」のための工夫
この項目については、「経営・管理者」が 6 割以上、「高齢者」

も 5 割弱の水準で、重要と認識しています（図表 -13）。

従業員については個人差もありますが、一般的に年齢を重

ねると新たな知識や業務スキルの習得が難しくなります。し

かし、前述のように、蓄積したノウハウを上手く発揮する手

法を獲得することで技術継承や相談役としての業務の獲得も

可能でしょう。高齢者の持てる能力を上手く引き出すための

工夫により、人的資源を活用する視点が重要です。

また、高齢者が定年までの職務経歴で蓄積したノウハウを、同様の業務領域で可能な限り活かしたいと考える点で、両

者の基本的な認識は一致していると思われます。同様の業務領域において能力・経験の活用を可能とする柔軟な勤務制度

などを検討する価値は高いと思われます。

0% 20% 40% 60% 80%

経験・技術・技能を活かす
業務配置

柔軟な勤務制度

年金制度に適合した
賃金制度

60歳代 経営・管理者

図表-13　「高齢者活用にとって重要なこと」の共通認識

（注）３項目を選択する制限回答の共通設問への回答結果を比較し、

　　　経営・管理者と従業員の認識差が大きいと思われる3項目を抜粋し作成

（資料）「業界内アンケート」より

0% 20% 40% 60%

高齢者の教育・
指導能力の向上

高齢者雇用への理解を
深める組織・風土作り

60歳代 経営・管理者

図表-12　「高齢者活用にとって重要なこと」の認識ギャップ

（注）３項目を選択する制限回答の共通設問への回答結果を比較し、

　　　経営・管理者と従業員の認識差が大きいと思われる3項目を抜粋し作成

（資料）「業界内アンケート」より

・キャリアプラン研修等

（世代別/50代向け：能力開発等）

45 50 55 60 65

・進路選択

・意向調査 ・継続雇用制度

・定年の引上げ

（雇用推進の工夫）

最終

決定

・ライフプラン研修（定年準備）

・教育・指導能力向上研修等（希望者対象）

・ライフプラン研修

（世代別/50代向け）

図表-14　再雇用へ向けての教育・研修プラン等の例 （歳）

・意向調査

－再雇用制度を円滑に進めるための準備－
今後は、再雇用制度適用を希望する従業員も増え、ポストも少なく

なり、再雇用のためには職場や職種を変更しなければならない状況も
予測されます。この問題への方策として、従業員側にはエンプロイア
ビリティ（雇用される能力）を向上させることが求められます。同時
に経営・管理者側には従業員の持つ能力や可能性を一層高める働きか
けも必要となります。

例えば、早い時期に従業員の意向調査を実施することで、別の業務に就
いてもらう可能性があることを意識させることもできます。この調査は、将
来的に必要となる再雇用のポスト数や職種、職域をいかに開発するのかとい
う中長期的な課題への取組みを考える上でも有効です。また、従業員に将来
の再雇用についての問題意識を喚起する上で、世代別や年代ごとに適したラ
イフプランなどのセミナーや研修の実施も検討の価値があるでしょう（図表
-14）。
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MAP１では、各企業の経営戦略・基本方針を踏まえ、高年齢者雇用確保措置のいずれを選択す
るのかの全体像を示しています。 

＜例＞
・60歳定年コース（処遇等従来通り）
・65歳まで再雇用コース（55歳時点で
  処遇変更等）
・退職・独立支援コース
・早期退職コース等々

定年の定めの廃止

　4.評価・処遇

選択

             　　＜制度設計をする上で留意すべき戦略・方針＞

柔軟な労働力の確保

人件費重視
業務量変動への対応

安定した労働力の確保
人材の積極活用
質的人材の確保
量的人材の確保

技術継承人材の確保

中長期の人材育成計画

コア人材の確保

別枠制度

組織活性化

意識改革・世代交代
能力（成果）主義

社会的評価の獲得

ＣＳＲ（企業の社会的責任）
コンプライアンス（法令順守）

選択

進路選択制度

勤務延長制度

継続雇用制度

定年の引上げ

選択

＜21世紀日本社会の構造変化＞
超高齢社会の到来
少子化の進行
人口減少社会

（労働力人口の減少）

　－MAP２－

子会社・関連会社で
再雇用

自社で再雇用 　1. 対象者

　2. 雇用形態

継続雇用制度の中では「再雇用制度」がメイン
ですが、「コア人材の確保」や「技術継承」のた
めという点に優先課題を置くとすれば、「勤務延
長制度」が有効。

＜自社による再雇用の選択要因＞
・人材の量的確保が優先される場合
・ハイテク企業で人的依存度（ノウハウ等）が高
　い場合や製品の独自性が高い場合など
・従業員規模がそれほど大きくない場合
・企業規模の関係で子会社設立が難しい場合
・技術継承の人材確保が必要な場合

＜子会社での再雇用の選択要因＞
・既にグループ内に派遣の子会社を有す場合
・従業員規模が比較的大きい場合
　（定年退職する従業員の数が多く、今後中長期
　　にわたって増加傾向が続くような場合）
・新たに派遣子会社を設立し、効率化が図れる
  場合
・異動の必要性がある場合
・意識改革を進める場合

　3.仕事の選択（配置）

再 雇 用 制 度

　　　P.10-11

従業員のニーズ

フルタイム
短時間勤務

高年齢者雇用確保措置

義務化

1改正高齢法による継続雇用の制度選択、設計をする上で留意すべき戦略・方針
‒MAP1‒

①実勢としては「２．継続雇用制度」が主流。
②従業員規模がそれほど大きくなく、定年を迎
える人が少ない時期が長期的に続くようなケ
ースでは「１．定年の引上げ」や「３．定年
の定めの廃止」といった内容も検討されるで
しょう。

従業員規模が大きく、さらに一定の人員に絞り
たいといった経営の基本方針がある場合は、従
業員自身の希望を受け入れながら人材を絞り込
んでいく「進路選択制度」なども有効。

改正高齢法
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MAP１では、各企業の経営戦略・基本方針を踏まえ、高年齢者雇用確保措置のいずれを選択す
るのかの全体像を示しています。 

＜例＞
・60歳定年コース（処遇等従来通り）
・65歳まで再雇用コース（55歳時点で
  処遇変更等）
・退職・独立支援コース
・早期退職コース等々

定年の定めの廃止

　4.評価・処遇

選択

             　　＜制度設計をする上で留意すべき戦略・方針＞

柔軟な労働力の確保

人件費重視
業務量変動への対応

安定した労働力の確保
人材の積極活用
質的人材の確保
量的人材の確保

技術継承人材の確保

中長期の人材育成計画

コア人材の確保

別枠制度

組織活性化

意識改革・世代交代
能力（成果）主義

社会的評価の獲得

ＣＳＲ（企業の社会的責任）
コンプライアンス（法令順守）

選択

進路選択制度

勤務延長制度

継続雇用制度

定年の引上げ

選択

＜21世紀日本社会の構造変化＞
超高齢社会の到来
少子化の進行
人口減少社会

（労働力人口の減少）

　－MAP２－

子会社・関連会社で
再雇用

自社で再雇用 　1. 対象者

　2. 雇用形態

継続雇用制度の中では「再雇用制度」がメイン
ですが、「コア人材の確保」や「技術継承」のた
めという点に優先課題を置くとすれば、「勤務延
長制度」が有効。

＜自社による再雇用の選択要因＞
・人材の量的確保が優先される場合
・ハイテク企業で人的依存度（ノウハウ等）が高
　い場合や製品の独自性が高い場合など
・従業員規模がそれほど大きくない場合
・企業規模の関係で子会社設立が難しい場合
・技術継承の人材確保が必要な場合

＜子会社での再雇用の選択要因＞
・既にグループ内に派遣の子会社を有す場合
・従業員規模が比較的大きい場合
　（定年退職する従業員の数が多く、今後中長期
　　にわたって増加傾向が続くような場合）
・新たに派遣子会社を設立し、効率化が図れる
  場合
・異動の必要性がある場合
・意識改革を進める場合

　3.仕事の選択（配置）

再 雇 用 制 度

　　　P.10-11

従業員のニーズ

フルタイム
短時間勤務

高年齢者雇用確保措置

義務化

1改正高齢法による継続雇用の制度選択、設計をする上で留意すべき戦略・方針
‒MAP1‒

①実勢としては「２．継続雇用制度」が主流。
②従業員規模がそれほど大きくなく、定年を迎
える人が少ない時期が長期的に続くようなケ
ースでは「１．定年の引上げ」や「３．定年
の定めの廃止」といった内容も検討されるで
しょう。

従業員規模が大きく、さらに一定の人員に絞り
たいといった経営の基本方針がある場合は、従
業員自身の希望を受け入れながら人材を絞り込
んでいく「進路選択制度」なども有効。

改正高齢法
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2制度の選択（MAP1 の解説）

（１）　３つの制度

①　「定年の引上げ」
定年年齢が引上げられるため、安定した雇用環境が実現できるので、企業にとってもコア人材を確保できるという

メリットがあります。他方、デメリットとしてコストが割高な人材も雇用し続けることやモラール低下も懸念されます。

「定年の引上げ」は現状では一部の企業にとどまっています。

②　「継続雇用制度」
継続雇用制度には、「再雇用制度」と、「勤務延長制度」の２つの制度があります。

両制度の最も異なる点は、「再雇用制度」が一度定年退職した人を再度雇用するのに対して、「勤務延長制度」は定

年退職しないで雇用契約を延長する点にあります。また、共通している点としては、原則希望者全員への適用ながら

明確な基準を設定することで適用除外者を選定することが可能となる点です。

両制度のメリットとデメリットは図表 -15 のとおりですが、高齢者雇用を進める上で、企業の一定の裁量余地があ

る両制度のうち、特に「再雇用制度」が多数の企業で採用されています。

「再雇用制度」は、今後の運用の中でさまざまな問題点や課題を生じてくる可能性もあります。「再雇用制度」を企

業と従業員の双方にとってメリットが得られるよう、工夫・熟成させていくことが重要です。

③　「定年の定めの廃止」

「定年の定めの廃止」は、「定年の引上げ」と同様のメリットとデメリットがあるほかに、生産性の低下や分析機器

製造業にとり重要な技術・技能の継承が遅滞することが懸念されます。このため、積極的に技術継承を行うことを受

止める評価制度やインセンティブ策が必要でしょう。また、退職時期が不定期になり、人員計画が立てにくくなるほか、

退職のための各種支援策の構築も必要になるでしょう。

（２）　３つの制度の比較

図表 -15 は、３つの制度を比較しました。各制度には、それぞれに特徴があります。

「再雇用制度」は、「定年の引上げ」や「定年の定めの廃止」と比べ、各企業の方針や、さまざまなニーズへの対応、及び、

デメリットの解消など小回りを効かせた機動的な制度設計が可能です。

実際に、各種の調査でも、再雇用制度の導入が主流となっています。

また、分析機器製造業は知識集約型産業であることから、高齢者の雇用においても、長年にわたり培ったノウハウ、技術・

技能の確保と活用、次世代への継承に配慮することが重要となります。

そこで、MAP2 以降で、柔軟な制度設計が可能な再雇用制度に的を絞って解説します。
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図表ー 15　高年齢者雇用確保措置の 3 つの制度の比較

（凡例）　○：適、△：普通、×：不適といった意味合いを示します。

全員が対象となる「定年の引上げ」や
「定年の定めの廃止」と比べ、継続雇用
制度では、労使協議を前提に適用除外者
を設定することも可能。

「定年の引上げ」や「定年の定めの廃
止」では、基本的に人材の流出は抑えら
れます。継続雇用制度では、処遇によっ
ては、コア人材の流出もありえます。た
だし、段階的な処遇設定や評価制度を活
用することにより、コア人材の活性化を
図ることも可能。

再雇用制度では、賃金の連続性がなく、
処遇の変更は比較的やりやすい。

処遇や身分は、「定年の引上げ」や「定
年の定めの廃止」では、一般的に不変的
ですが、再雇用制度では、処遇条件を変
更することが多く、対象者の緊張感を喚
起しやすい。

継続雇用制度では、処遇格差の基準に公
平性、納得性が求められ、工夫を要す
る。

継続雇用制度では、いつまで継続雇用を
行うのかの基準を明確に示すことが必
要。

「定年の引上げ」や「定年の定めの廃
止」では、コストが高くなりがちで、意
識が低下しやすい。

「定年の定めの廃止」では、退職の時期
が明確でないため、計画的な取り組みに
つながりにくい。

再雇用制度では、対象者の多様性に応じ
た処遇の変更・設計がやりやすい。

モラールの向上にとって、一律処遇と個
別処遇は、トレードオフの関係にある。
企業の経営戦略や職場の風土を勘案する
ことが重要。

全員全員

適用除外者の設定が可能

×～○
制度の設計によって、異なる

個別に処遇しやすい

○

○

○

○

○

△

△

△

△

△

○ △

○ △

×
ただし、制度設
計の余地あり

×
ただし、制度設
計の余地あり

×

×

×

××

×

×

△

○

○

○

一律処遇
（安定感あり）

一律処遇
（安定感あり）

1．定年の引上げ 考察

対象者

コア人材の
確保

コスト

緊張感

公平性
納得性

安定雇用

生産性

世代交代
技術技能伝承

処遇変更の
しやすさ

処遇と
モラール

3．定年の定め
の廃止

2．継続雇用制度

再雇用制度 勤務延長制度

原則として、全員が対象、
適用除外者の設定が可能
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 MAP２では、再雇用制度を導入、或いは再構築するに当たり、4つのポイント(1.対象者、2.雇用形態、3.仕事の選択、
4.評価・処遇)に従って、どういうことに留意し、検討すべきかをチャート形式で示しています。  

基本方針 政　策 メリット 課　題 対　策

（１）対象者

＜誰を対象とするか>

・原則､希望者全員雇用
・適用除外者の要件明確化 ・適用除外基準の設定

・適用除外基準の公平性､納得性の確保
・雇用に見合う業務の確保
・再雇用者の戦力化策
    →加齢に伴う体力低下への対応策

（４）評価・処遇

＜いかにやる気を引き出すか＞

・やる気低下の克服

・再雇用制度の納得性促進
・一律処遇への不満緩和とやる気の
　維持向上
・総額人件費の増大防止

（３）仕事の選択
　　 （配置）

＜どこで活用するのか＞

・世代交代
・後進育成

・経験と専門能力を長期間に
わたって活用

・再雇用者は別の職場に異動

・現行業務の継続や本人の持
　ち味が積極活用できる業務
　への配置

・処遇低下への不満、配置への不安等の
　緩和策
・簡便な評価基準の策定
・公的給付の低下吸収策の策定

（２）雇用形態

＜どのような働き方を選択するか＞

・フルタイム活用

・１日の時間短縮
・１週の日数短縮
・ワークシェアリング

・専門能力のフル活用
・工数(人員)不足の補完

・雇用の維持
　(社会的責任を果たす)
・余剰人員の吸収

　　P.13

　　P.14

　　P.15

・賃金処遇の優遇
・呼称（ﾏｲｽﾀｰ・ｼﾆｱｽﾀｯﾌ等）の工夫
・雇用が無理なら業務委託契約
・勤務延長制度の併用
・職種によっては在宅勤務等柔軟な
  勤務制度の導入

コア人材確保

・継承すべき重要技術の明確化
・後継者の早期選定
・役職定年制
・ジョブローテーション

技術の継承

・複数ランクの賃金賞与制度や評価制度
　の導入
・退職金加算
・より有利な賃金と賞与の配分工夫
・賃金､賞与､退職金等の受け取り方の
　選択制
・表彰（報奨金）制度の適用

やる気の維持向上

・適用除外基準の設定例は12ページ
・早めの処遇条件の提示
・早めの進路(再雇用意思)確認と受け皿
　業務の準備に着手
・定年後の業務を意識した定年前の異動
　配置
・定年後の業務への能力開発
   （意識付けや業務ﾏﾆｭｱﾙの整備)
・活用可能な業務の確保
・企業グループ全社への異動配置
・アウトソーシング業務の取り込み

雇用者の選定と準備

・仕事を通しての社会参加のメリットや処
  遇低下の必然性を含む再雇用制度の意
  義の周知
・高齢者活用の意義の社内への徹底
・嘱託契約社員化
  （採用､配置や労働条件が正社員とは異
    なる一定期間の有期労働契約を結ぶ労
    働者)

意識･風土づくり

・後任者の持ち味発揮
・仕事のやり方の見直しが進展

・業務遂行レベル低下への対策
・再雇用者の新業務への適応力の向上
・再雇用者の新業務への不安感の除去

・安心感の形成

・比較的低廉な労働コストと育成コスト
　で知識･技能・ノウハウを活用
・人員不足(求人難)を補完

・後継者の育成や世代交代の促進
・処遇減によるモラール低下への対策
・業務内容が変わらないのに身分(嘱託)、
　処遇が変わることへの意識の切り替え
・公的年金の受給不可、又は受給額の少
　額化

・働き方の変化等を起因とするモラール低下
　への対策
・コア人材の流出
・フルタイム勤務希望者を会社の都合で短時
　間勤務とする場合の納得性の獲得
・短時間勤務やワークシェアに適した業務の
　設定と条件整備
・短時間勤務を受け入れる職場文化の醸成

　　P.12

3再雇用制度の充実に向けた4つのポイント　‒MAP 2‒

・仕事を通しての社会参加
のメリットや処遇低下の
必然性を含む再雇用制度
の意義の周知

・複数ランクの賃金賞与制
度や評価制度の導入

・適正な人材の確保と適用除外者の雇
用義務回避

・従業員のモラール維持・向上や緊張
感の確保

・有能な従業員の経験能力の活用
・総額人件費の増大防止

・業務量に応じて柔軟に対応可
・公的年金受給メリットを活用した労働
コストの軽減
・業務の標準化、手順書整備の促進
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図表 -17　＜適用除外基準の設定例＞
（１） 健康

・ 定年前直近○ヵ年の定期健康診断結果を会社指定医が判断し、就業上、支障があると認めた場合

( 当該業務に耐え得る健康状態かどうかは専門である会社指定医に判断を委ねることが必要となります。)

（２） 勤怠、勤務態度

・ 過去○年間の出勤率が○％に満たない者

・ 勤続○年未満の者

・ 定年前　直近○年間で、無断欠勤がある者

( できるだけ定量的に基準を示すことが必要となります。)

（３） 査定

・ 定年前　直近○年間で最低ランクの評価を受けた者

( 評価制度がオープンで、公平公正に適用され、納得性のある運用が行われていることが必要となります。)

（４） 懲罰

・ 過去に懲戒処分を受けたことがある者

( 定年前○年間の懲戒処分を基準としたり、懲戒処分の重いものだけを除外条件とする定め方もあります。)

（５） 家庭の事情

・ 定年後すぐに働けない者

・ 家庭の事情で、転勤が不可能な者

( 新たな労働契約を締結する中で、すぐに働けない事情があれば、そもそも採用の条件に合わないという視点

からの除外条件です。)

（６） 資格

・ 職能資格が○級未満の者。職務レベル○未満の者

・ 社内技能検定○級を取得していない者

・ 技能系は○級以下、事務職は○級以下の者

( 一定能力以上の再雇用者を戦略的に有効活用していくために必要な条件であるが、従業員からすれば厳しい

条件となり得ます。)
（資料）厚生労働省のリーフレットを参考にして作成

₄ 4 つのポイント（MAP 2 の解説）
（1）　対象者・・・誰を対象とするか

再雇用制度では、従業員の「希望者全員を対象」とするこ

とが基本原則です。しかし、労使協定や就業規則等で制度適

用を受けられない対象者の客観的基準を示すことにより、適

用除外者を定めることも出来ます。

実際に全産業で約 5 割強の企業（厚生労働省調査、51 人

以上の従業員）が、再雇用の希望者の選定に一定の条件を設

けています。また業界内アンケートでも「健康」だけでなく

「勤務態度」や「評価基準」などといった適用除外条件を設定

しています ( 図表 -16)。

この条件設定には、適用条件を決める企業と適用除外条件を決める企業がありますが、適用除外条件を設定する方が明

確でわかりやすく、制度の運用面では公正さを維持しやすいと考えられます。

以下に適用除外基準の具体的設定例と留意すべき点について列挙します（図表 -17）。

0% 20% 40% 60% 80%

健康

勤務態度

評価基準

特定資格

その他

不明

図表-16　継続雇用制度の適用除外条件

（資料）「業界内アンケート」より
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（2）　雇用形態・・・どのような働き方を選択するか
①　有期雇用契約による再雇用

再雇用者の雇用契約は、有期契約が一般的で、1 年間の嘱託雇用契約とする例が代表的です。

再雇用者の特性（能力、意欲、体力、環境、価値観など）は多岐にわたることから、一定期間毎（契約更新時）に契約

内容を見直すことは、経営管理にとっても再雇用者にとっても有効で、次のようなメリットがあります。

・配置、処遇など働き方の見直しが可能

・適用除外条件を再確認することによるモチベーションの維持、向上

②　勤務時間の工夫

再雇用者の労働時間と勤務内容のアンケートの（複数）

回答では、「フルタイム」が最も多く約７割（図表 -18）となっ

ており、勤務内容は、「定年時業務の継続」が７割強（図表

-19）と高く、分析機器製造業の特徴を反映した内容となっ

ています。分析機器製造業では高度な専門能力を持つ者が

多く､ その能力・経験をフル活用したいことと、業界の特

性として、ワークシェアが難しいことがその要因となって

いると考えられます。

一方、「1 日の時短」「1 週の日数短縮」などを実施する企

業も、各３割強あります（図表 -18）。この点は、フルタイ

ムで働きたい方、働いて欲しい方もいれば、公的給付の活

用等､ 他の事情で短時間勤務を要望する方、短時間勤務で

活躍して欲しい方もおり、各社の事情に応じて、柔軟な働

き方の選択を持つことも必要でしょう。

ただ、短時間労働者の場合は仕事への責任感が希薄になりがちでもあり、評価制度の活用などで気を引き締めてもらう

対策も考えられます。また、短時間労働者の場合は､ これまでの会社生活とは一線を画し､ いずれは迎える現役引退に向

けての準備期間としての働き方の意味付けもあるでしょう。

③　雇用契約先について

多くの再雇用者が現役時代と同じ職場で同じ業務に従事するため、気持ちを切り替えにくいとの問題指摘もあります。

同職場､ 同業務であっても、子会社へ移すなど再雇用者の雇用契約先を変える、という対策が考えられます。

＜子会社・関連会社で再雇用＞

子会社や関連会社等を有する企業ではグループ子会

社などでの再雇用も有効です。また、定年を迎える従

業員数が多く、中期的にも定年を迎える方が増える場

合には、再雇用者の積極活用や人事・労務管理を効率

化する目的で派遣子会社の新設も一案です。

派遣先として他の子会社や関連会社、さらに元の

会社へ派遣という場合もあります。状況や業務内容

によってはグループ外の企業への派遣も当然考えら

れますが、この場合には再雇用者の雇用期間よりも派

遣契約期間が短い場合の対応に注意が必要です（図表

-20）。

A社
（定年退職）

B社
（再雇用）

A社で定年・退職
グループ内派遣子会社B社で再雇用され、グループ内外の
会社で仕事

Ｍ社

（グループ内の派遣子会社Ｂ）

（Ｂ社で勤務）
（Ａ社へ派遣）

（グループ内）

（定年退職・転籍）

（会社間での
　業務委託）

Ｄ社Ｃ社
（Ｃ社等へ派遣）

（Ｍ社へ派遣）

図表-20　グループ内の派遣子会社での再雇用の例

0% 20% 40% 60% 80%

フルタイム

１日の時短

１週の日数短縮

その他

不明

図表-18　再雇用時の勤務形態

（資料）「業界内アンケート（経営・管理者アンケート調査）」より

0% 20% 40% 60% 80%

定年時業務の継続

特定の業務

本人希望の業務

その他

不明

図表-19　再雇用時の勤務内容

（資料）「業界内アンケート（経営・管理者アンケート調査）」より
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（3）　仕事の選択（配置）・・・どこで活用するのか

①　活力を生かす再雇用対応の配置の工夫
再雇用者の配置にはいくつかの留意点があります。再雇用者の能力をフルに活用し続けるのか､ あるいは再雇用者から

の技術継承をもとに後継者の育成を図りながら世代交代を進めていくのか、等など MAP ２の「（3）仕事の選択（配置）」

に考えられるメリットと課題を整理してみました。

②　配置における現状と将来の業務への意向

業界の 60 歳以上（再雇用後）の社員の配置は、約７割が「定

年前と同じ職場で同種の業務」であり、１割強の人が「定年

前と違う職場で違う業務」となっています（図表 -21）。

また 50 歳代の人の７割強が定年後も「就労したい」と回

答し（図表 -22）、このうち 6 割強が「現在と同種の業務」

を希望しています。また一方では、「現在とは違う業務」を

希望する人が 2 割強います（図表 -23）。

これらの比率は、企業によっても異なると思われますが、

今後再雇用者が増大していく中で、会社方針・雇用政策をベー

スとし、当該者の能力・適正や希望もバランスさせながら配

置することが再雇用者の活力を引き出す上で重要となってき

ます。

③　新職場 / 新業務への配置の工夫
再雇用者の「新職場 / 新業務」への配置は、世代交代の促

進や組織の活性化にとっても有効です。しかし、職種の変更

はすべての職種で可能なわけではありませんし、個人差もあ

ります。

図表－ 24 は、職種の変更を検討したものですが、一般的

には事務系よりも技術・サービス系の方が職種の変更の可能

性は幅があると思われます。

また、職種変更が出来なかったとしても、仕事のやり方を

変更することによって、世代交代の促進や組織の活性化を進

めることも可能です。

例えば営業職の場合､ 再雇用後は､ これまでに培ってきた

経験や人脈等を生かし､ 若手セールスマンの営業サポートに

まわる、といったことも考えられます。同様にサービスマン

は顧客からの引き取り品の社内修理に従事する、といった工

夫もあるでしょう。

一方、問題点としては、経験者が異動することで一時的な

戦力ダウンが生じる可能性があります。

その対応策として、「継承すべき重要技術やノウハウの明確

化」を企業の重点施策に定め取り組む、後継者の早期選抜を

進める、役職定年制を導入し予め世代交代を進めておく、な

どが挙げられます。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定年前と同じ職場で同種の業務

定年前と同じ職場で違う業務

定年前と違う職場で同種の業務

定年前と違う職場で違う業務

定年を迎えた企業(グループ企業を含む)以外で過去と同種の業務

定年を迎えた企業(グループ企業を含む)以外で違う業務

その他

無回答

（資料）「業界内アンケート」より

図表-21　再雇用後の職場と業務

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50歳代

就労したい 就労したくない 無回答

図表-22　50歳代の定年後の就労意向

（資料）「業界内アンケート」より

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50歳代

現在と同種の業務 現在とは違う業務 本業界以外の製造業

独立したい その他 無回答

図表-23　50歳代の定年後の希望業務（上記「就労したい」人への質問）

（資料）「業界内アンケート」より

図表-24 

＜職種変更による意識改革の場合に考えられる変更ケース＞

 

事　務 技　術 サービス 営　業 技　能
事　務 ◎ － － － －
技　術 △ ◎ ○ △ ○

サービス △ － ◎ ○ ○
営　業 ○ － △ ◎ －
技　能 － － － － ◎  

〔変更後〕 

（資料）推進委員会にて作成 
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（4）　評価・処遇・・・いかにやる気を引き出すか
①　やる気を引き出す仕組みの構築を

モチベーションの維持・向上には、図表 -25 に示すとおり、

「能力や責任に見合った賃金制度」「経験・技術・技能を活か

す業務配置」「高齢者の教育・指導能力の向上」等が重要と考

えられています。その他、「呼称の工夫」や、安心して就業す

ることができるよう「更新条件の明確化」なども総合的に検

討することが大切です。

それぞれの会社の事情に応じて、複数の制度や仕組みの併

用も必要となりますが、定年前の早い時期から、定年後の進

路（再雇用意思）の確認など、本人・会社双方がその準備に

取り組むことも制度をスムーズに運営していくために効果的

です。

②　コア人材の確保に向けて勤務延長制度との併用も

コア人材を確保する方策も重要な経営課題です。再雇用制度により賃金が大幅にダウンすることをきっかけに、コア社

員が他の企業に転職又はスカウトされる危険性もあり、「再雇用制度」と「勤務延長制度」を併用することにより、コア人

材の流出を防止する方策も一案です。

この場合、処遇を異にする制度の併用となりますので、両制度の選択基準を明確にし、従業員の納得が得られるように

運用する必要があることは言うまでもありません。

③　モチベーションアップのための賃金制度

再雇用後の賃金は、定年時の賃金水準を引き下げるケース

が一般的です。業界内でも、定年前と比較して 60％程度とす

る企業が約 4 割ともっとも多く、次いで 50％が 3 割程度み

られました（図表 -26）。

また、給与設定を全員一律とする企業の割合も約 4 割あり

ました。一定水準で一律処遇することも、雇用確保のために

は意義があります（図表 -27）。

ただし、一律処遇が再雇用者のやる気の低下を招くことも

予想されます。モチベーションの維持・向上を検討する場合、

一般的な対応策としては、再雇用者の業務をきちんと評価し

賃金に格差を設ける方法があります。ただ、定年前の賃金体

系とは異なる点や年金制度の支給調整、所得税制度の非課税

枠の活用等を考慮し、賃金格差の設定には工夫が必要です。

評価結果を処遇に反映する場合、月例給与や賞与で格差を

設けることが一般的です。業界内アンケートでは昇給のある

企業が 2 割弱、賞与のある企業が 6 割弱で、退職金を支給す

る企業はほとんどありません（図表 -28）。

しかし再雇用という第 2 ステージの場でも退職金制度をう

まく組み合わせることで、再雇用者のモチベーションの維持・

向上をはかることも可能と思われます。

0% 20% 40% 60% 80%
図表-25　高齢者活用のポイント（重要なこと）

（注）経営・管理者への制限回答（3つを選択）のため合計は100％になりません。
（資料）「業界アンケート」より

能力や責任に見合った賃金制度
経験・技術・技能を活かす業務配置
高齢者の教育・指導能力の向上

柔軟な勤務制度
年金制度に適合した賃金制度

高齢者雇用への理解を深める組織・風土作り
福利厚生や相談・カウンセリングの実施

教育訓練制度の充実
長期間の雇用保障

若年層とのチーム編成
高齢者のみのチーム編成

0% 20% 40% 60% 80% 100%

33% 40% 50% 60% 70% 80%

図表-26　定年前と比較した賃金水準

（資料）「業界内アンケート」より

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

図表-27　賃金水準格差の有無

（資料）「業界内アンケート」より

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昇給

賞与

ある ない 無回答

図表-28　継続雇用の昇給・賞与の有無

（資料）「業界内アンケート」より



16

実際に月例給与のファンドを退職金に振り替え、その退職金支給額の決定に評価を反映させる方法を採り入れた企業も

あります。以下にその事例を紹介します（図表 -29）。

図表 -29　賃金制度事例

１．再雇用者は 1 年間の嘱託雇用契約とし、契約更新の上限は 65 歳まで。

２．再雇用後の賃金水準　：　定年前賃金の５０％程度

３．複数ランクの賃金・賞与制度

（※ 1）再雇用後の職務（又は再雇用者の力量）を下記視点から評価しランク分けする。

1)　職責の量的サイズ（成果責任、影響性など）

2)　職務に求められる能力レベル（知識・職務経験など）

3）　職務の複雑困難度（職務の重要性 ( 戦略性 )、意思決定の複雑性、裁量度など）

（※ 2）管理専門職においては、月例賃金と賞与の配分は本人に選択させる。

⇒　一度ランク付けされた賃金処遇が、本人の業績成果に拘わらず不変だと、モチベーション維持・向上の

阻害要因になりうる。

（※ 3）賃金処遇の「X」「Y」「Z」の金額水準は「X ＜ Y ＜（Z/12）」である。

なお、「α」「β」「γ」は「加算金」を示し、金額の水準は「α＜β＜γ」である。

４．評価制度の導入

年一回の契約更新前に再雇用者の仕事振りを評価し、処遇に反映させる。

賃金 ( 賞与 ) 処遇のアップは、公的給付との関係で、必ずしも本人の収入アップに直結しないため、退職金

制度を導入・活用し、退職金に毎年の評価を反映させる。

５．退職金制度　

( 注 )　退職金ポイントは累積させ、本人退職時に退職金として支払う。

　

退職金制度の設計としては、資格別に異なった退職金ポイントを設定するなど、各社の資格体系や賃金制度に合

わせた設計も可能。

定年時 再雇用後の業務ランク 賃金処遇（※2）（※3）

一般職

管理・

専門職

７　コア人材、市場価値、希少性

６　専門ランク　○等級（※1）

５　専門ランク　○等級（※1）

４　専門ランク　○等級（※1）

３　専門ランク　○等級（※1）

２　判断・企画業務、長年の経験習熟業務

１　定型的な業務

年俸　個別に設定

年俸 Ｚ円 ＋ γ

年俸 Ｚ円 ＋ β

年俸 Ｚ円 ＋ α

年俸 Ｚ円

月額 Ｙ円 ＋ 賞与 Ｙ円×２

月額 Ｘ円 ＋ 賞与 Ｘ円×２

評価

S

A

B

評価基準 処遇への反映

顕著な業績貢献ある

期待以上の成果を上げた

ほぼ期待通りの成果を上げている

退職金ポイント○○ポイントを付与

退職金ポイント○ポイントを付与

現状維持
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1国内他業界企業のヒアリング調査からの示唆
事業の一環として、他産業で高齢者雇用に積極的に取り組んでいる企業にヒアリングを実施しました。

その結果、これらの企業の制度の特徴として、

・ 勤務形態が多様である点、

・ さらに賃金・賞与などの点でランク分けされた制度を有するケースが多い点

・ 教育・研修制度が充実している

・ 定年に対応して従来の意識を切り替えるため、再雇用されるまでに休暇制度を設けている点

などが見受けられました。

また、制度面だけでは捉えきれない経営方針や企業文化など、制度の背景にも注目される点が数多くありました。

高齢者雇用の先進企業の取組み事例なども参考にしながら、自社に適した仕組みを長期的な視点をも加えつつ、継続

的に改良し熟成していくことが重要でしょう。

2海外事業所調査からの示唆
より広い視野から分析機器製造業の高齢者雇用についての示唆を得るため、英仏２カ国の分析機器製造の事業所への

調査を実施しました。

高齢者雇用を比較する上で前提となる、日本と両国の法・制度には、次の二つの大きな相違点がありました。

・ 英国では年金支給が過去より 65 歳であること

・ 仏国では年齢による雇用差別が法律で禁止されており、定年制がないこと

また、国民の人生や生活の価値観にも相違がありました。

日本企業の多くには定年制がある一方で、定年後も仕事をしたいとする人も多く、単に生活のためだけではない、日

本人独特の仕事観があると思われます。

これに対し、英仏では、年金支給が開始されればなるべく早く退職して家族との生活や自身の生活を楽しむというラ

イフスタイルが定着しており、両国では年金の支給が開始されると、高齢者層は自然に引退します。

調査の過程では、両国を含むＥＵ各国での、次の二つの社会環境変化の動向も明らかになりました。

・ 高齢化に伴う年金財政の問題から、高齢者に現在の年金支給開始年齢である６５歳を超えて働くことを期待する

ようになってきていること。

・ 将来的には米国や仏国と同様に、年齢を根拠とした採用や解雇、労働条件等の変更が禁止されるであろうと予想

されていること。

以上の相違点や動向が、将来的には日本の法・制度や日本人の価値観へも影響を与えることが示唆されます。

₃多様な手法で就業を支援・・・派遣ビジネスや業界横断での人材活用の可能性
再雇用制度を中心とした高齢者雇用の検討の他にも、派遣業務の新たなビジネス化や業務委託等の応用についての検

討を行いました。しかしながら、現状では、さらに仕組みの面や法律面での検討が必要であり、今後の高齢者雇用の検

討テーマとして以下の内容を挙げることにとどめます。

（1）派遣ビジネスなどの検討
新たな高齢者雇用・活用に繋がる施策として派遣ビジネスが考えられます。分析機器は開発・製造だけでなく、機器

の操作についても高いノウハウが必要な精密機械です。このため大学などの研究機関にある分析機器の操作や指導につ

いて人材の派遣要請があるほか、海外へ大型の分析装置などを輸出する際や発展途上国などで使用中の分析機器や装置

についても、現地企業からそれら分析機器の操作方法等についての人材派遣要請もあります。このため、高齢の技術者

やオペレーター経験者をそれら大学の研究室や一般企業に派遣するという職務開発の可能性も指摘されました。

（2）業界横断での高齢者人材活用の検討
業界版職業紹介の仕組みとして、会員企業やユーザー企業からの人材ニーズ（求人）と、業界内の人材リソース情報

（諸事情で勤務地域が限定されるなど高齢の人材情報など）とを、情報レベルでマッチングさせる仕組みづくりも一つの

方策です。また、雇用、派遣に加えて「請負」や「業務委託」の活用なども、業界レベルでの高齢者雇用推進の新たな

仕組みとして検討することが考えられます。

Ⅳ．高齢者の継続雇用を考えるためのその他の視点
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【参考資料】　分析機器業界外の企業ヒアリング概要・・・製造業を中心に
業界外の製造業ヒアリングの概要（下記ヒアリング内容は平成 17 年 7 ～ 10 月時点のもの）

分析機器製造業の高齢者雇用を検討する上で、業界外で高齢者雇用に積極的に取り組んでいる企業６社を訪問し、高齢

者雇用の状況を聞かせて頂きました。共通した特徴としては多様な働き方が可能となる勤務形態や、モチベーションを高

める処遇制度を設けていました。これら、高齢者雇用に積極的な企業の持つ諸制度内容は、分析機器製造業の企業にとっ

ても参考になる点があると思われます。

60 歳定年

派遣子会社への登録。
マッチング対象者のみ再雇用され
派遣。

契約は 1年契約。
年金の支給開始年齢に合わせて契
約更新もあり。
65歳以降の更新はない。

定年の１年前に事前アンケートを
実施。
希望者は退職日の 6～２ヶ月前ま
でに申請書を相談所に提出。

相談所か派遣子会社が提示する職
務内容。

勤務形態は基本短時間勤務。
場合によってはフルタイムも。

賃金水準は業界水準や勤務形態・
職務内容により決定。

過去の実績では、退職者の 6～７
割が利用。
再就職という認識であり、過去の
勤務評価や役職は全く関係しない。
対象は希望者全員に対し、心身の
健康など基本的な要件のみで、能
力や資格要件も設けていない。

微修正の検討も。

60歳定年

再雇用。
原則として希望者全員。
特別嘱託（非組合員）。

既に 01 年より希望者全員を 65 歳
まで再雇用（契約は 65 歳まで一
括で、後は毎年の確認のみ：事務
の簡素化のため）。

定年退職日の６ヶ月前までに本人
の意向確認のうえ、職務内容・勤
務形態が提示される。

定年時の業務で特定の業務。

勤務形態は 4 パターン（①フル勤
務、②短時間勤務、③隔日勤務、④登
録型）※ほとんどが①の形態。

上記の勤務形態ごとに全員同額。
水準は賃金・賞与および退職金を
含めた年収（公的年金を含む）が、
51～55 歳のモデル年収の①70％、
②60％、③50％等。
賞与は２段階の加算型。

65 歳以上の有用人材確保の制度と
して「契約社員」を持つ。

高齢者雇用の先進企業である。

60歳定年

再雇用。
傘下の財団法人に登録し、そこか
ら前の職場や他の職場へ派遣。

契約は 1年契約。

その後も特に問題が生じなければ
上限年齢は形式的で、継続して働
くことが可能。

59 歳時に本人への十数項目のアン
ケートと上司へのヒアリング、周
囲の評価、本人のやる気などを確
認する。

基本的に定年時の業務で、変更も
あり。

基本的に個別の雇用契約であり、
週 3～4 日勤務や多様な働き方に
も対応。

基準給 + 能力給が社員時代の基本
で、それらに１）全体性、２）グルー
プの関係性、３）技術・技能性（５
段階）が能力給に加味され、60 歳
以降は定年前の 6～７割の水準に
なる。

成果の確認をヒアリングで行って
いる。自分のやりたいことと周囲
が期待することの関係性を確認し
ている。

法制化に対して、幾つかの見直し
を検討中。

定　　年

雇用形態

雇用期間

選択時期

職務内容

勤務形態

賃金・賞与

その他の特徴点

備考

定　　年

雇用形態

雇用期間

選択時期

職務内容

勤務形態

賃金・賞与

その他の特徴点

備考

企　業 A社 Ｂ社 Ｃ社

60 歳定年

再雇用。
再雇用会社を通じてグループ全体
を一元管理し運用。業務内容によっ
ては当該会社が直接雇用も。

法律通り、公的年金の満額支給開
始年齢引上げに連動。
契約は１年契約。

基本的に定年時の業務、契約の業
務。

フルタイム勤務は原則として 1 日
8 時間、週 5 日間勤務。パートタ
イム勤務は短時間勤務として 1 日
8 時間未満、週 5 日間の勤務。単
日数勤務として 1 日 8 時間、週 4
日間以下の勤務。このほか、在宅
勤務なども可。

月例賃金は原則として時給制で再
雇用時の職務・能力で決定。一時
金は 6、12 月の２回。退職金を雇
用契約期間満了事後に支給するが、
雇用契約更新の場合は更新後の期
間満了後に一括支払い。

高齢者雇用に対しては技術伝承な
どの点を含めて積極的である。

法改正で若干の見直しも。

65歳定年

基本的に定年延長。

65歳まで。

̶

基本的に定年時の業務。

基本フルタイム。

就業規則を改定し６０歳時点で給
与を見直し。60 歳以降に 25～
30％ダウン。

昨今の課題としては総報酬制にか
わり、ボーナスも加算されるよう
になり、年金及び基金が減額とな
る点であるという。退職金規定も
定年延長に伴い、60 歳以降、65
歳まで会社負担の掛け金を継続す
るという改定を行った。

高齢者のノウハウを活かし、外販
を強化して業績好調。

60歳定年

基本的に再雇用で 65歳まで。
その後も継続勤務可能。
実態は終身雇用。

再雇用で 65歳まで。

60 歳の定年退職時（この時点で退
職金を払う）。

基本的に定年時の業務。

基本フルタイム。

定年時に退職金を一度支払い、継
続雇用の賃金水準、賞与水準は 60
歳到達時の 80％である。65 歳ま
では人事考課を行い、昇給も可能
であり、高齢者のやる気を損なわ
ない配慮を行っている。

同社の特徴として、能力開発に継
続的に取り組んでおり、能力開発
面では会社のバックアップも手厚
い。能力開発のコースは年に多数
のコースが設定されている。
国家試験などの外部資格に加え、
所属長が認定する内部認定も多数。

企業文化がこれらの内容の実現を
可能としている。

企　業Ｄ社 E社 F社
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60 歳定年
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与を見直し。60 歳以降に 25～
30％ダウン。

昨今の課題としては総報酬制にか
わり、ボーナスも加算されるよう
になり、年金及び基金が減額とな
る点であるという。退職金規定も
定年延長に伴い、60 歳以降、65
歳まで会社負担の掛け金を継続す
るという改定を行った。

高齢者のノウハウを活かし、外販
を強化して業績好調。

60歳定年

基本的に再雇用で 65歳まで。
その後も継続勤務可能。
実態は終身雇用。

再雇用で 65歳まで。

60 歳の定年退職時（この時点で退
職金を払う）。

基本的に定年時の業務。

基本フルタイム。

定年時に退職金を一度支払い、継
続雇用の賃金水準、賞与水準は 60
歳到達時の 80％である。65 歳ま
では人事考課を行い、昇給も可能
であり、高齢者のやる気を損なわ
ない配慮を行っている。

同社の特徴として、能力開発に継
続的に取り組んでおり、能力開発
面では会社のバックアップも手厚
い。能力開発のコースは年に多数
のコースが設定されている。
国家試験などの外部資格に加え、
所属長が認定する内部認定も多数。

企業文化がこれらの内容の実現を
可能としている。
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